
令和２年６月１２日 

財   政   局 

２ 請願の審査 

(1) 請願第１４号 新型コロナウイルス禍による自粛要 

請を端緒とする不況対策として消費税の一時的減税を

求める意見書を国に提出することに関する請願 

資料１ 消費税・地方消費税の概要 

    地方消費税収の仕組み 

資料２ 消費税・地方消費税の流れ

資料３ 消費税の国・地方の配分と使途 

    消費税の税収及び地方消費税交付金の推移 

資料４ 今後の財政運営の基本的な考え方における 

収支フレーム
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１　消費税の概要

２　地方消費税収の仕組み

項目 概要

１　課税対象
 国内において事業者が対価を得て行う資産の譲渡、貸付け及び役務の提供
並びに外国貨物の保税地域からの引き取り

２　納税義務者  事業者及び輸入者

６　非課税
・土地の譲渡・貸付け
・住宅の貸付け
・郵便切手類、印紙等の譲渡　等

３　課税標準  課税資産の譲渡等の対価の額及び輸入の際の引取価格

４　税率  10%（消費税7.8％、地方消費税2.2％）

５　納付税額の計算
消費税  課税売上高×税率－仕入税額

地方消費税  消費税額×22/78

引上げ分
（社会保障財源化分）

都道府県分（社会保障財源）

市町村分（社会保障財源）

国
か
ら
都
道
府
県
へ
の
払
込
額

８　申告・納付

確定申告

法人  課税期間の末日から２か月以内

個人  翌年の３月末まで

中間申告

直前の課税期間の年税額に応じて、次のとおり区分されている。
・48万円超400万円以下：年1回（前課税期間の年税額の1/2）
・400万円超4,800万円以下：年3回（前課税期間の年税額の1/4）
・4,800万円超：年11回（前課税期間の年税額の1/12）

７　事業者免税点制度
原則として、基準期間（前々年又は前々事業年度）の課税売上高 が1,000万円以下
の事業者等は納税義務を免除

従来分
（社会保障財源化分以外）

都道府県分（一般財源）

市町村分（一般財源）

１/2

１/2

１/2

各市町村に対しては

全額人口により按分

各市町村に対しては人口

と従業者数（１：１）により按分

１/2

【資料１】
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【資料２】

【都道府県】

【市町村】

【国】

地方消費税
2,200円

都道府県分
（交付税）

市町村分
（交付税） 市町村分

（交付金）

市町村交付金

国分
6,280円消費税

7,800円

地方交付税分
1,520円

納付税額
10,000円

納付税額
③－②3,000円

売上げ
100,000円

売上げ
50,000円

転嫁 転嫁

【小売業者】 【消費者】

【

税
務
署

】

都道府県分
（地方消費税）

消費税の徴収・配分の流れ

消費税・地方消費税①

5,000円
消費税・地方消費税②

7,000円

納付税額
5,000円

【製造業者】

【卸売業者】

転嫁

100,000円

消費税・地方消費税③

10,000円
消費税・地方消費税

10,000円

売上げ
70,000円

納付税額
②－①2,000円

確定申告

1/2

1/2

支払 支払 支払

55,000円 77,000円 110,000円

確定申告確定申告
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【資料３】 

消費税の国・地方の配分と使途 

消費税の税収（国）及び地方消費税交付金（川崎市）の推移 
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【資料４】 

今後の財政運営の基本的な考え方における収支フレーム 
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